
 
 

苦情受付・相談センター運営規則 

    

一般社団法人全国サービサー協会 

平成２０年９月１日制定 

（目的） 

第１条 債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、会員が営む債権の管理回収の受託

及び債権の譲り受け業務を遂行する過程で発生する苦情の申し出及び相談の申し入れに

ついて、公正かつ中立の立場から迅速かつ適正な処理を行い、もって会員の業務の適正

な運営を確保し、債権管理回収業界の健全な発展と債務者等の保護を図るため、一般社

団法人全国サービサー協会に苦情受付・相談センターを置く。 

 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) サービサー法 債権管理回収業に関する特別措置法（平成１０年法律第１２６

  号） 

 (2) サービサー サービサー法第３条に基づく法務大臣の許可を受けた債権管理回

  収業を営む株式会社 

 (3) 本協会 一般社団法人全国サービサー協会 

 (4) 本センター 苦情受付・相談センター 

 (5) 債務者等 債務者又は保証人（物上保証人を含む。） 

 (6) 原債権者等 サービサーに対して債権管理回収を委託した債権者又はサービサ

  ーに債権を譲渡した債権者 

(7) 苦情 本協会の会員が債権管理回収の業務を遂行する過程において、債務者等及 

び原債権者等が当該会員に対し、当該業務の是正又は改善のための措置を求めるた

めに、本協会に対処を申し出ること（ただし、債務者等及び原債権者等以外であっ

ても、申し出内容によっては、苦情として処理する場合がある。） 

 (8) 相談 本協会の会員が債権管理回収の業務を遂行する過程において、債務者等及

 び原債権者等が本協会又は当該会員に対し、当該業務の遂行方法の是非、サービサ 

 ー法の運用その他の事項について相談を求めること (ただし、債務者等及び原債権

   者等以外であっても、申し入れ内容によっては、相談として対応する場合がある。) 



 
 

 (9) 苦情等申出人 本センターに苦情を申し出又は相談を申し入れた者 

(10) 苦情等受付担当者 苦情等申出人の苦情又は相談の受付及び対応を担当する者 

(11) 受付カード 苦情等申出人からの苦情又は相談を記録するカード 

 

（本センターの設置場所） 

第３条 本センターは、本協会の事務局内に置く。 

 

（本センターの組織） 

第４条 本センターに、苦情等受付担当者若干名を置く。 

２ 苦情等受付担当者は、本協会が適任者の中から委嘱する。 

３ 本センターに事務局を置き、庶務を掌る。 

４ 前項の事務局は、本協会の事務局が兼務する。 

 

（苦情・相談の受付） 

第５条 苦情又は相談は、電話又は文書の方法によって受け付ける。 

２ 電話による受付は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日から翌

年１月３日まで。）を除く日の午前１０時００分から午前１２時００分及び午後１時０

０分から午後４時００分の間とする。 

３ 文書による受付は、随時行う。 

 

（記録） 

第６条 苦情等受付担当者は、前条の苦情又は相談を受け付けたときは、本協会が定める

様式の受付カードに次条による処理の結果を含めた所定の事項を記載する。 

２ 受付カードは、本センターの事務局が整理し、本協会理事長の指示する時期に、本協

会理事長及び第８条に規定する苦情処理委員会（以下 「苦情処理委員会」という。）

に報告する。 

 

（苦情・相談の処理） 

第７条 本センターは、第５条により受け付けた苦情及び相談につき、次の各号に定める

ところにより処理をする。 



 
 

(1) 苦情等申出人が苦情又は相談のあったことを対象の会員に伝達することを求めた

 ときは、これを伝達すること（ただし、本センターが伝達することを適当でないと

 判断したときは、この限りでない。） 

(2) 苦情等申出人が会員の業務の是正又は改善を求めたときは、苦情処理委員会の意見

 を求め、その意見に従って処理することを回答すること。この場合、苦情処理委員 

  会の意見が出たときは、同委員会の指示に従って、意見の内容を苦情等申出人に通

 知することができること 

 (3) 苦情等申出人が前２号に規定する以外の事項を求めたときは、苦情処理委員会の意

 見を求め、その意見に従って処理することを回答すること。この場合、前号第２文 

   を準用すること 

２ 本センターは、前項第２号第２文及び第３号第２文に規定する通知を行ったときは、

その旨を受付カードに記載する。 

                    

（苦情処理委員会） 

第８条 本協会に、本センターの運営方法、前条第２号及び第３号に規定する意見の決定、

会員の業務の適正を確保するための苦情又は相談の活用その他の事項を審議するため、

苦情処理委員会を置く。 

２ 当委員会の委員は、次の者の中から、理事長が指名し、理事会の同意を経て、理事長

が委嘱する。 

 (1) 当協会の役員 

(2) 会員の取締役弁護士 

(3) 会員の職員のうち、弁護士法、債権の管理回収業に関する特別措置法（以下「サー

ビサー法」という。）又は債権管理回収業の業務知識を有すると認める者 

(4) 会員の役職員以外の者であって、弁護士法、サービサー法又はコンプライアンスに

ついて学識経験又は実務経験があると認める者（以下「会外委員」という。） 

３ 当委員会の委員の任期は1年とする。任期は、当年度の7月の理事会開催日から翌年度

の7月の理事会開催日までとし、再任を妨げないものとする。途中で委員となった者の任

期も同様とする。 

４ 当委員会の委員のうち1名以上を会外委員とする。 

５ 当該委員会の委員長の選任は、委員の互選による。 



 
 

６ 当該委員会の事務は、協会事務局がこれを行う。 

 

（会員の協力義務） 

第９条 会員は、本センターが受け付けた苦情又は相談であって前条により苦情処理委員

会が対象の会員の業務の是正又は改善を求めることが相当と認めたものについて、本協

会からその旨の通知があったときは、これに誠実に協力し、苦情等申出人に対して自ら

行った措置を本協会に速やかに報告しなければならない。 

２ 本協会は、前項の報告の内容を受付カードに記載する。 

 

（苦情・相談の活用） 

第10条 本協会は、本センターが受け付けて処理した苦情又は相談を定期的に分類整理し、

苦情処理委員会の審議を経て、その内容その他の事項を会員及び監督官庁に報告する。 

２ 本協会は、苦情処理委員会の審議を経て、同委員会が認めた事項を公表することがで

きる。 

 

（守秘義務） 

第11条 本協会理事長、本協会の事務局に属する者、及び苦情処理委員会の委員は、取り

扱った苦情又は相談の内容その他の秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。その

職を退いた後も、同様とする。 

 

（改廃） 

第12条 この規則を改廃する場合には、理事会の決議を経て行う。 

 

（附則） 

１ この規則は、平成２０年９月１日から実施する。 

２ この規則は、平成２４年１１月１９日に変更し、同日から適用する。 

  ただし、第１条、第２条第３号、第４条第３項、第５条第２項、第６条第２項、第８

条第２項及び第１１条の改正規則は、平成２１年４月１日（本協会の法人成立の日）

に遡って、適用する。 

 ３ この改正規則は、平成３０年１２月１９日に変更し、同日から適用する。   

                                      以上 


